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資 料２  

 

東京都八丈島近海漁場に設置した浮魚礁における漁業の制限 

 

１ 指示事項 

  浮魚礁の漁業の制限 

 

２ 指示を行った背景等 

  浮魚礁の漁場利用について、地元漁業者と他地区の漁業者とのトラブルを防止

するため、制限する必要性が生じた。 

 

３ 指示開始年 

平成１６年３月（第２８４回東京都島部海区漁業調整委員会） 

  平成１６年８月に東京都内湾・東京都島部・小笠原海区の３海区が統合し、東京

海区が承継した。 

 

４ 有効期間 

  １年間（毎年更新） 

令和６年２月１日から令和７年１月３１日まで 

 

５ 指示の目的 

浮魚礁漁場利用を巡る紛争防止のため 

 

６ 指示の対象者 

漁業者（漁業種類：ひき縄、一本釣り漁業等） 

 

７ 対象魚種 

カツオ、マグロ、カジキ、シイラ等 

 

８ 指示の内容 

東京都八丈町が八丈島近海漁場に設置した浮魚礁の漁場利用に係る漁業の制限

について、総トン数２０トン以上の船舶の操業禁止、２月１日から６月３０日まで

は、八丈支庁管内所属船舶の操業優先、ひき縄釣、一本釣り漁業（かつお一本釣り

を除く。）以外の網漁業、はえ縄漁業等の操業禁止及び操業方法について制限等 
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東京漁調指示第１３号（案） 

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定に基づき、東京都

八丈島近海漁場に設置した浮魚礁における漁業について、次のとおり制限する。 

 

令和５年１２月  日 （公報登載日） 

 

                 東京海区漁業調整委員会 

     会 長  有 元 貴 文 

（定 義） 

１ この指示において「浮魚礁」とは、東京都八丈町が八丈島近海漁場に設置した

次に掲げる浮魚礁をいう。 

⑴ 八丈小島の南西約９,０００メートル（アンカー設置位置は、北緯３３度０

３分１８．３７秒（測量法（昭和２４年法律第１８８号）第１１条第３項に規

定する世界測地系による。以下同じ。）、東経１３９度３８分０３．０３秒の位

置）に設置した第１浮魚礁 

⑵ 八丈島の南南東約１６,４００メートル（アンカー設置位置は、北緯３２度

５５分０８．１０秒、東経１３９度５５分１８．３０秒の位置）に設置した第

２浮魚礁 

⑶ 八丈島の東北東約１６,０００メートル（アンカー設置位置は、北緯３３度

１２分００．１２秒、東経１３９度５７分３０．３０秒の位置）に設置した第

３浮魚礁 

⑷ 八丈小島の北西約８,７００メートル（アンカー設置位置は、北緯３３度１

０分４６．８６秒、東経１３９度３６分２２．０８秒の位置）に設置した第６

浮魚礁 

（浮魚礁の漁場範囲） 

２ 浮魚礁の漁場範囲は、次の区域とする。 

⑴ 第１浮魚礁においては、次のイ、ロ、ハ、ニ及びイの点を順次結んだ線によ

って囲まれた区域 

イ 北緯３３度０３分３６秒、東経１３９度３７分３６秒の点 

ロ 北緯３３度０３分３６秒、東経１３９度３８分４８秒の点 

ハ 北緯３３度０２分３０秒、東経１３９度３８分４８秒の点 

ニ 北緯３３度０２分３０秒、東経１３９度３７分３６秒の点 

⑵ 第２浮魚礁においては、次のイ、ロ、ハ、ニ及びイの点を順次結んだ線によ

って囲まれた区域 

イ 北緯３２度５５分４１秒、東経１３９度５４分３９秒の点 

ロ 北緯３２度５５分４１秒、東経１３９度５５分５７秒の点 
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ハ 北緯３２度５４分３５秒、東経１３９度５５分５７秒の点 

ニ 北緯３２度５４分３５秒、東経１３９度５４分３９秒の点 

⑶ 第３浮魚礁においては、次のイ、ロ、ハ、ニ及びイの点を順次結んだ線によ

って囲まれた区域 

イ 北緯３３度１２分３３秒、東経１３９度５６分５１秒の点 

ロ 北緯３３度１２分３３秒、東経１３９度５８分０９秒の点 

ハ 北緯３３度１１分２７秒、東経１３９度５８分０９秒の点 

ニ 北緯３３度１１分２７秒、東経１３９度５６分５１秒の点 

⑷ 第６浮魚礁においては、次のイ、ロ、ハ、ニ及びイの点を順次結んだ線によ

って囲まれた区域 

イ 北緯３３度１１分２０秒、東経１３９度３５分４３秒の点 

ロ 北緯３３度１１分２０秒、東経１３９度３７分０１秒の点 

ハ 北緯３３度１０分１４秒、東経１３９度３７分０１秒の点 

ニ 北緯３３度１０分１４秒、東経１３９度３５分４３秒の点 

（操業の制限） 

３ 浮魚礁の漁場範囲における操業の制限は、次のとおりとする。 

⑴  総トン数２０トン以上の船舶を使用して操業をしてはならない。 

⑵  令和６年２月１日から同年６月３０日までは、八丈支庁管内所属船舶によ

る操業を優先とする。 

⑶ 操業は、日の出から日没までの間とする。 

（操業方法等） 

４ 浮魚礁の漁場範囲における操業方法は、次のとおりとする。 

  ⑴ 操業方法は、ひき縄漁業及び一本釣り漁業（かつお一本釣りを除く。）に限

るものとし、それ以外の網漁業、はえ縄漁業等の操業方法は、禁止とする。 

 ⑵ 複数の船舶が操業する場合は、互いに連絡を取り合い、円滑かつ安全に操業

するよう努めなければならない。 

 ⑶ 浮魚礁を基点に、その周囲を旋回してひき縄漁業を操業する場合は、船舶の

旋回の方向は時計回りで行うものとする。 

 ⑷ ひき縄漁業を操業する場合は、トップ竿
さ お

の使用は禁止とする。ただし、地元

船舶は、かつお以外の操業時に限り使用することができる。 

（指示の有効期間） 

５ この指示の有効期間は、令和６年２月１日から令和７年１月３１日までとする。 

 

 

注）：       今回の変更の箇所 


